
報告第４７号 

 

臨時代理の報告について 

 

県費負担教職員（管理職）の人事異動の内申について、東広島市教育委員会教育

長事務委任規則（平成２０年東広島市教育委員会規則第２号）第４条第１項の規定

により別紙のとおり臨時に代理したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

平成２８年７月１日提出 

 

東広島市教育委員会 

教育長職務代理者  渡  部  和  彦 

 

１ 臨時代理の要旨 

  県費負担教職員（管理職）である東広島市立西条小学校校長の辞職の内申につ

いて、緊急を要し、かつ、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がなかったた

め、臨時に代理したので、この事項について報告するものである。 

 

２ 臨時代理年月日 

  平成２８年６月２４日    

 

３ 根拠法令 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

第２５条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属

する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることが

できる。 

 

東広島市教育委員会教育長事務委任規則 

第４条 法第２５条第１項に基づき、教育長は、法第２５条第２項各号及び第１

条各号に掲げる事務について、緊急を要する事案で、かつ、教育委員会の会議
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を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は当該会議が成立しないときは、

当該事務を臨時に代理することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、その事項を次の教育委

員会の会議に報告しなければならない。 
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臨  時  代  理  書 

 

県費負担教職員（管理職）の人事異動の内申について、緊急を要し、かつ、教育

委員会の会議を招集する時間的余裕がないので、東広島市教育委員会教育長事務委

任規則（平成２０年東広島市教育委員会規則第２号）第４条第１項の規定により臨

時に代理する。 

 

平成２８年６月２４日 

 

              東広島市教育委員会 

教育長職務代理者  渡  部  和  彦 

 

１ 平成２８年６月２９日付け辞職 

所 属 氏 名 

東広島市立西条小学校 校長 津森 毅 
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報告第４８号 

 

臨時代理の報告について 

 

県費負担教職員（管理職）の人事異動の内申について、東広島市教育委員会教育

長事務委任規則（平成２０年東広島市教育委員会規則第２号）第４条第１項の規定

により別紙のとおり臨時に代理したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

平成２８年７月１日提出 

 

東広島市教育委員会 

教育長職務代理者  渡  部  和  彦 

 

１ 臨時代理の要旨 

  県費負担教職員（管理職）である東広島市立西条小学校校長の人事異動の内申

について、緊急を要し、かつ、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がなかっ

たため、臨時に代理したので、この事項について報告するものである。 

 

２ 臨時代理年月日 

  平成２８年６月２４日    

 

３ 根拠法令 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

第２５条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属

する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることが

できる。 

 

東広島市教育委員会教育長事務委任規則 

第４条 法第２５条第１項に基づき、教育長は、法第２５条第２項各号及び第１

条各号に掲げる事務について、緊急を要する事案で、かつ、教育委員会の会議
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を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は当該会議が成立しないときは、

当該事務を臨時に代理することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、その事項を次の教育委

員会の会議に報告しなければならない。 
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臨  時  代  理  書 

 

県費負担教職員（管理職）の人事異動の内申について、緊急を要し、かつ、教育

委員会の会議を招集する時間的余裕がないので、東広島市教育委員会教育長事務委

任規則（平成２０年東広島市教育委員会規則第２号）第４条第１項の規定により臨

時に代理する。 

 

平成２８年６月２４日 

 

              東広島市教育委員会 

教育長職務代理者  渡  部  和  彦 

 

１ 平成２８年６月３０日付け人事異動 

新 所 属 氏 名 前 所 属 

東広島市立西条小学校 

校長 

中嶋 崇弘 東広島市教育委員会 

教育調整監 
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警報等に係る学校休業等の状況について 

H28.6.28現在 

年度 年月日 曜 校種 

登校 下校 

全学校数 

臨時休業 

繰り下げ 

登校 

通常通り 打ち切り 

授業終了

後下校 

H28 

H28.6.21 火 

小 35 0 1     36 

中 13 1 1     15 

H28.6.22 水 

小       15 21 36 

中       1 14 15 

H28.6.23 木 

小 3 11 22     36 

中 1 6 8     15 

H28.6.24 金 

小       16 20 36 

中       2 13 15 

 

【参考】 

１１１１    対象となる気象警報について対象となる気象警報について対象となる気象警報について対象となる気象警報について    

  大雨、洪水及び暴風警報等のうちの一つでも発令された場合。 

 

２２２２    気象警報の発令状況及び学校の措置等について気象警報の発令状況及び学校の措置等について気象警報の発令状況及び学校の措置等について気象警報の発令状況及び学校の措置等について    

 時刻 警報発令状況 学校等の措置 備  考 

登

校 

午前６時 発令中 

小

・

中

学

校 

自宅待機  

午前７時 

発令中 臨時休業 

学校は、給食提供の有無を各学校給食セ

ンターに連絡する。（東広島学校給食セ

ンターへの連絡は代表校による） 

解除 繰り下げ登校 

通学路の安全等が確保されない場合は、

この限りでない。（校長の判断により対

応する。） 

下

校 

午後３時 発令中 

小

学

校 

学校待機 

（引き渡し下校） 

学校は、電話・メール等で保護者等に引

き渡し下校等について周知する。 

中

学

校 

学校待機 

通学路の安全等が確保された場合は、こ

の限りでない（校長の判断により対応す

る。）その際、学校は、電話・メール等

で保護者等へ下校時刻等を周知すると

ともに危険箇所等を巡視する。 

午後５時 発令中 

小

学

校 

引き渡し下校 

学校は、電話・メール等で保護者等へ連

絡できない場合は、学校又は避難場所に

児童を留め置く。また、保護者等を確認

し引き渡しを行う。 

※ 下校時刻については、気象状況等により、午後３時以前に一斉下校等の措置を行う場合がある。その際、学

校は、電話・メール等で保護者等に下校時刻等を周知する。 

※ 大津波警報及び津波警報については，関係校と連携し別途指示する。 

※ 上記以外の警報や警報発令以外の非常災害、その他急迫の事情により、児童生徒の登下校が困難な場合は、

校長の判断により措置する。 

【措置例】 

 臨時休業、自宅待機、授業繰り下げ、授業打ち切り、学校待機、引き渡し下校、措置なし 

 

３３３３    市教育委員会（学事課）への報告について市教育委員会（学事課）への報告について市教育委員会（学事課）への報告について市教育委員会（学事課）への報告について    

（１） 午前６時の段階で警報が発令された場合は、学校は午前７時段階での措置状況を午前８時４５分までに

報告する。 

（２） 引き渡し下校を行った場合は、児童の引き渡し完了後、速やかに報告する。 

（３） 学校は２の※の措置を講じた場合は、随時報告する。 

報告第４９号 
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